
広島県土地利用基本計画の変更について

令和８年３月

広　　　　島　　　　県



別紙様式
変更内容説明書
１　五地域区分の変更概要
　(１)総括表

面積(ha) 割合(％) 拡大面積(ha) 縮小面積(ha) 差引面積(ha) 面積(ha) 割合(％)
(①) （①／県土面積) （②) (③) （④：②－③) (⑤：①＋④) （⑥:⑤／県土面積)

五地域計　　　
(ｆ：ａ+ｂ+ｃ+ｄ+ｅ)

注１：県土面積は、令和7年7月1日現在の国土地理院公表の県土面積である。
注２：五地域区分の面積は、土地利用基本計画上で計測したものである。

【記載上の注意事項】
  1) 「現行計画の面積」、「変更する面積」、「変更後の計画面積」欄の「面積(ha)」には、整数値を記載する。
  
  2) 「現行計画の面積」、「変更する面積」、「変更後の計画面積」欄の「割合(％)」の数値は、小数点第１位まで記載する。
  
  3) 「現行計画の面積」と「変更後の計画面積」に記載する県土面積は一致させる。
  
  4) 「変更する面積」欄には、変更する面積のみを記載する(変更がない場合は、空欄とする)。

五地域区分
現行計画の面積 変更する面積 変更後の計画面積

都市地域(ａ) 274,804 32.4 0 274,804 32.4

農業地域(ｂ) 603,405 71.2 0 603,405 71.2

633,937 74.8

0 37,973 4.5

森林地域(ｃ) 633,940 74.8 3 -3

自然公園地域（ｄ) 37,973 4.5

自然保全地域(ｅ) 2,359 0.3 2,359 0.3

1,552,481 183.1 0 3 -3 1,552,478 183.1

0

1,995 0.2

県土面積 847,816 100.0 0 847,816 100.0

白地地域 1,995 0.2 0



変更地域名 関係
(図面番号) 市町村名拡大面積 縮小面積

(ha) (ha)
名称 面積 名称 面積 地目 面積

0.0 3.1

【記載上の注意事項】

  1) 「整理番号」欄は、変更地域ごとに付し、必要に応じて枝番を使用する。
  2) 「変更地域名」欄には、変更部分の通称(市町村名)の五地域区名(例：○○都市地域)を記載する。また、対応する土地利用基本計画図の図面番号を括弧書きで併せて記載する。
  3) 「関係市町村名」欄には、市町村名に加え、大字名まで記載する。
  4) 「変更する面積」、「変更部分の重複状況」、「変更部分の地目現況」欄の面積には、小数点第１位までを記載することとし、小数点第２位を四捨五入する。なお、「変更する面積」＝「他地域との重複計」
  「白地地域の増減」=「変更部分の地目現況計」の関係となる。また,「細区分の指定状況」の各項目の面積は,対応する「他地域との重複」の項目の面積と同じか,それ以下となる。
  5) 「変更部分の重複状況」の「他地域との重複」欄には、拡大の場合は新たに重複することとなる他地域の名称と面積、縮小の場合は変更前において重複していた他地域の名称と面積を記載する。
    　なお、名称を記載する際、都市地域は「都」と、農業地域は「農」と、森林地域は「森」と、自然公園地域は「公」と、自然保全地域は「保」という略称を用いる。地域が重複している場合は、例えば「都農」等
  と略称を組み合わせる。
  6) 「変更部分の重複状況」の「細区分の指定状況」欄には、上記4)と同様の考え方で個別規制法の各地域・区域の種類と面積を記載する。
    　その際、市街化区域は「市街」と、市街化調整区域は「調整」と、その他都市計画区域における用途地域は「用途」と、農用地区域は「農用」と、国有林は「国林」と、地域森林計画対象民有林は「民林」と、
  保安林は「保安」と、特別地域は「公特」と、特別保護地区は「保護」と、原生自然環境保全地域は「原生」と、特別地区は「保特」と記載する。
  7) 「白地地域の増減」欄には、変更によって減少又は増加することとなる白地地域の面積を記載すること。なお、白地地域が減少する場合は、数字の前に△を付すこと。
  8) 「変更部分の地目現況」欄は、地目の現況について、固定資産税概要調書、航空写真等を基に、該当する現況を「農地」、「森林」、「原野等」、「水面」、「建物」、「道路」、「その他」に分類して記載する。
  9) 「変更を必要とする理由」欄には、人口、産業、交通、自然条件等により地域の特質、土地利用の現況及び動向を明らかにしつつ、その必要性について記載する。また、細区分の設定の有無、
  関連する事業計画等も記載する。
  10) 「関連する個別規制法の措置(予定)」欄には、個別規制法に基づく地域・区域(細区分を含む)の指定(変更及び廃止を含む)の予定を記載する。  
  11)「個別規制法の調整状況」とは、法令や通知で調整を行うこととされているものについて、都道府県と国の地方支分部局との調整状況に加えて、市町村などの関係機関との調整状況等を網羅的に記載する。

なお、本欄には、①どの地方支分部局(個別規制法担当部局)と、②いつどのような方法で接触をし、③いつどのような反応を得られたかを記載すること。(例：○○農政局○○課に○月○日文書にて照会。
○月○日時点未回答。○月○日口頭で了解の旨連絡受け。)    なお、森林地域の縮小に係る林地開発許可及び官僚の年月日等についても記載すること。

林地開発（変更）許可:令和４年６月23日（令和７年２月19日）
林地開発完了：令和７年２月28日

林地開発により、現況が森林でなくなったた
め、森林地域を縮小する（工場・事務所棟の
建設）。

瀬戸内地域森林計画の樹立（令和８年
度予定）
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２　計画図（変更区域・変更位置図）

１．東広島森林地域の縮小（東広島市黒瀬町兼広字大幸開）

　





題名：変更区域図１

図の中心位置： 縮尺

１ 東広島森林地域（縮）（８－５）

34.340, 132.660 （北緯,東経） 1:50000


